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第3章 第 5期大村湾環境保全・活性化行動計画の基本的事項1
2
3
4
5

計画目標：「みらいにつなぐ“宝の海”大村湾」6
7

第 4期行動計画では、自律的な再生能力や持続的な活用ができる里海の創出に向けた8
様々な取組を推進してきましたが、特に水質の改善傾向の維持や、親水意識の醸成等につ9
いては一定の実績が得られてきているものの、今後も継続した取組が必要です。10
また、第 6次環境基本計画において掲げられている「豊かさの重視」の視点に照らして11
も、“宝の海”の達成は、国の環境政策への貢献につながるものと考えられます。12
そのため、第 5期行動計画においても第 4期行動計画の目標を継続し、大村湾とその流13
域が一体となって、豊かな生態系と保全された自然環境を保ち、流域に暮らす人々にとっ14
ての里海となり、地域の活力を産む“宝の海”として、将来へ受け継がれていくことを目15
指します。16

17
18
19
20

(1) 自律的な再生能力のある里海づくり21
大村湾の水質は目標を達成する年度も見られるなど、長期的には改善傾向にあり22

ますが、湾奥部では環境基準超過が継続しています。23
改善傾向を維持するためにも引き続き必要な負荷削減に取り組みます。24
また、「海の健康診断」においては、浅海域の生物生息場の再生の重要性を指摘し25

ており、藻場、浅場等の再生、海底耕うん等による底質環境の改善など、健全な生26
態系の保全・再生・創出に向けた取組を引き続き推進します。27
豊かで健全な里海づくりを進めていくために、流域全体の水循環を意識し、大村28

湾が本来備えている再生能力の回復を助けることにより、生物の力で自律的に環境29
を修復できる海を目指します。30

(2) 持続的な活用ができる里海づくり31
美しく健全に保たれた海は、大きな魅力と可能性を秘めています。32
現在の大村湾及び流域の環境保全と人々の生活や経済社会活動の調和により、関係33
する人々が、将来にわたり、大村湾の恩恵を享受することができます。34
観光など各分野において大村湾の恵みを地域資源として活用するには、まずは大村35
湾が多くの人に認知される必要があり、そのための情報発信を強化します。36

1：第 5期行動計画の目標

2：第 5期行動計画の方向性
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また、流域の人々、NPO法人、大学、企業、各種活動団体などの多様な主体が、1
協働、連携して取り組むことで、持続的な活用へつながります。2
大村湾を生かしたイベントを通した人々の交流や、自然とのふれあい、環境保全活3

動等により、大村湾が生活に深く関わっていることを認識し、一人ひとりが海を支え4
ていく社会づくりを進めていくことを目指します。5

6
7
8
9

第５期行動計画では、第４期行動計画と同じく、人手が加わることにより生物生産性と10
生物多様性が高くなるという「里海」の概念のもと、流域住民が、大村湾の水質の状況に11
関することや流域の活性化に関すること及び物質循環でつながる、大村湾とその流域の関12
係性について考え、計画へ参加しやすいものとするため、環境保全と活性化に関する 2つ13
の柱とする体系を維持します。14
1 つ目の柱は、「森里川海が一体となった里海づくり」として、主として大村湾の環境保15
全のための取組をあげており、上流から下流まで、流域を一体として意識するものです。16
2 つ目の柱は、「みんなで取り組む賑わいのある里海づくり」として、流域住民が大村湾17
とふれあい、さらにさまざまな主体が連携して大村湾の賑わいを生み出し、大村湾の恩恵18
を持続可能なものとするための取組になります。19
自律的な再生能力があり、持続的な活用ができる里海という 2つの方向性に沿って、そ20
れぞれの柱のもと事業を展開し、“宝の海”大村湾の実現に向けて行動します。21
第 5期行動計画の体系を図 3-1、施策体系は図 3-2に示します。22
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3：第 5期行動計画の体系と施策体系



22

図 3-1 第 5期行動計画の体系1
2
3
4
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図 3-2 第 5期行動計画の施策体系1
2
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第 5期行動計画は、2つの方向性と 2つの大きな柱によって、計画目標の実現を目指し5
ます。より明確に計画の実施状況を把握するため、大きな柱ごとに指標を設けます。6
また、各事業の取組の目安となる指標についても個別に設定し、その両方の指標に基づ7

き達成状況を評価します。8
指標や目標値については、第 5期行動計画の計画期間中においても、流域住民等の意見9
を取り入れつつ、進捗管理及び見直しを行い、上位計画との整合性を図りながら効率的で10
実効性のある計画を推進していきます。11

12
13
14
15

第 5期行動計画の計画期間は、上位計画である長崎県総合計画や長崎県環境基本計画の16
計画期間の終期と整合を図るため、令和８年度から令和 12年度までの５ヵ年間としま17
す。18
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4：第 5期行動計画の指標

5：第 5期行動計画の期間


